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３ 接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資す

る措置の勧告（平成１９年１１月２２日電委第６９号） 
 

（１）経過 
 

平成１９年   

９月２１日 総務大臣から、委員会に諮問（ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接

続協定に係る裁定）。 

１１月２２日 委員会から、総務大臣への答申に併せて勧告（電委第６

９号）。（⇒（２）） 

２７日 総合通信基盤局において、「ＭＶＮＯに係る電気通信事

業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（以

下「ＭＶＮＯガイドライン」という。）の見直しに関す

る提案を募集。 

平成２０年  

３月１３日 総合通信基盤局において、「ＭＶＮＯガイドライン」再

改定案に対する意見募集。 

５月１９日 総合通信基盤局において、「ＭＶＮＯガイドライン」再

改定。 
 

（２）勧告 
 

    総務大臣あて平成１９年１１月２２日電委第６９号（勧告に関する部分

のみ抜粋） 
 

答申書及び勧告書 
 

  平成１９年９月２１日付け諮問第６号をもって諮問された事案について、 

電気通信事業法第１条（目的）ほか関連条項の規定の趣旨を踏まえ審議した 

結果、下記１から４までのとおり答申する。また、本件答申に併せ、同法第 

１６２条第１項の規定に基づき、下記５のとおり勧告する。 

  なお、本件の経緯は、別紙のとおりである。 
 

記 

 

１～４（略） 

５ 勧告 ― ＭＶＮＯの参入促進のための環境整備について 

移動通信サービスの高度化・多様化を推進する観点から、ＭＶＮＯの参 
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入の促進を図るためには、本件に限らず、ＭＶＮＯとＭＮＯとの協議が円 

滑に進むような環境の整備が重要である。 

総務大臣においては、本件裁定内容を「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法 

及び電波法の適用関係に関するガイドライン」に反映させることのほか、 

接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資す 

る事項について、適時適切に検討を行い、所要の措置を講じられることを 

勧告する。 
 

別 紙（略） 

 

（３）ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライ

ン(抜粋)（平成14年6月11日）（平成19年2月13日改正、平成20年5月19日改正） 

 

２ 電気通信事業法に係る事項 

     (２) ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の関係 

２）事業者間接続による場合 

     ア 事業法第３２条に基づく一般的規律 

     （ア）基本的な考え方 

 （略） 

なお、接続に関し当事者が取得し、若しくは負担すべき金額（以

下「接続料等」という。）又は接続条件その他協定の細目の内容に

ついては、まずは、ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の協議に委ねられるの

が原則であり、接続料等又は接続条件その他協定の細目の内容に含

まれる両当事者のそれぞれのサービス提供条件については、一方の

当事者によって独自に自由に決定されるべきものではない 1。 

 

（イ）利用者料金の設定権の帰属について 

ＭＶＮＯがＭＮＯと接続して利用者にサービスを提供する場合、

電気通信役務に関する料金（以下「利用者料金」という。）につい

ては、ＭＶＮＯが利用者料金を設定する（エンドエンド料金）形態、

ＭＶＮＯ及びＭＮＯが分担して各々利用者料金を設定する（ぶつ切

り料金）形態のいずれも可能であり、まずはＭＶＮＯが提示する利

                                                           
1 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９ 

年１１月３０日総務省）P.１ 裁定事項１について（接続に当たり、ドコモの電気通信役務提供区間に係る電 

気通信役務は、エンドユーザー（利用者）に対して自社が提供する役務であるから、その内容、運用等に 

ついては、ドコモが独自に決めることができるという主張は合理的か。）

（http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071130_13_bs.pdf）を参照。 
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用者料金の設定方法を基に両当事者間で協議が行われることが求

められる 21。 

 

    （ウ）接続料の課金方式について 

ＭＶＮＯがＭＮＯと接続して利用者にサービスを提供する場合、

ＭＮＯが接続に関し取得すべき金額（以下「接続料」という。）の

課金方式については、従量制課金のほか、回線容量単位（帯域幅）

の課金方式を採用することも可能であり、まずはＭＶＮＯが提示す

る接続料の課金方式を基に、両当事者間で協議が行われることが求

められる 312。 

       （略） 

 

    (３) ＭＮＯにおけるコンタクトポイントの明確化 

電気通信役務の円滑な提供を確保する等の観点から、ＭＮＯにおいて、

卸電気通信役務の提供又は接続のいかんを問わず一元的な窓口（コンタク

トポイント）を設け、これを対外的に明らかにするととともに、一般的な

事務処理手続（申請手続・書式・標準処理期間）を公表する等、ＭＶＮＯ

との協議を適正かつ円滑に行う体制を整備することが望ましい 615。 

 

(４) ＭＶＮＯの事業計画等に係る聴取範囲の明確化 

１）基本的考え方 

ＭＮＯが卸電気通信役務契約の提供又は接続に関してＭＶＮＯとの間

で協議を行うに当たっては、当該卸電気通信役務の提供又は接続に係る

業務を適確に実施するため、ＭＮＯにおいて、ＭＶＮＯからその事業計

                                                           
2 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９ 

年１１月３０日総務省）P.２ 裁定事項２について（利用者料金の設定はぶつ切り料金かエンドエンド料金か） 

（http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071130_13_bs.pdf）を参照。 
3 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９ 

年１１月３０日総務省）P.３ 裁定事項３について（接続料金の課金方式は帯域幅課金とすべきか）

（http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071130_13_bs.pdf）を参照。 
6 ＭＶＮＯがＭＮＯとの間で卸電気通信役務の提供又は接続に係る協議を行う際、例えば、ＭＮＯが次の 

行為を行うことにより、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害さ 

れるおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となる（事業法第２９条第１項 

第１０号及び共同ガイドライン（脚注３参照）を参照）。 

（例） 

・ＭＶＮＯに対して、合理的な理由なく、あえて社内の複数の部署と個別的かつ煩雑な協議を強いること。 

・ＭＶＮＯに対して、合理的な理由なく、卸電気通信役務契約の締結に関する協議を行うよう求め、接続協 

定の締結に関する協議を行わないこと。 

・ＭＶＮＯに対して、不要な資料の提出を要求し、又は速やかに回答できるにもかかわらず、いたずらに回 

答を遅延すること。 

・卸電気通信役務の提供又は接続に係るＭＶＮＯとの協議に際し入手した情報を自己又は自己の関係事 

業者等の営業目的に利用すること。 



 4

画等に係る事項を含めて情報を聴取する必要が生じる。しかしながら、

事業計画等の内容が競合する事業者に開示されることは、当該事業計画

等を展開する事業者の競争上の地位を危うくすることになりかねない点

に留意する必要がある 716。 

卸電気通信役務の提供又は接続に関し、ＭＮＯにおいてＭＶＮＯから

一般的に聴取に理由があると考えられる事項と一般的に聴取に理由がな

いと考えられる事項を例示すると、次のとおりとなる。 

 

一般的に聴取に理由があると考えられ

る事項 

一般的に聴取に理由がないと考えら

れる事項 

・ ＭＮＯの電気通信回線設備との接続

の調査のために必要となる一般的事

項（接続の概要、接続を希望する時期、

相互接続点の設置場所、相互接続点ご

との予想トラフィック、接続の技術的

条件、電気通信設備の建設に係る事

項、接続端末種別、接続形態等） 

・ ＭＮＯが卸電気通信役務を提供する

ために必要となる一般的事項（サービ

ス提供地域、サービス提供時期、音

声・データ別トラフィック量、端末種

別、ネットワーク・システム等の改修

に必要な事項等） 

・ ＭＶＮＯが設定する予定の利用者料

金の水準や料金体系 

・ ＭＶＮＯの想定する具体的顧客名や

当該個別顧客の需要形態 

・ ＭＶＮＯが提供するサービスの原価

・ ＭＶＮＯが移動通信サービスと一体

として提供しようと企図する付加価

値サービス部分に係る事業計画 

・ ＭＶＮＯが計画する販売チャネルや

端末を自主調達する場合の調達先 

・ ＭＮＯによる疎通制御機能の開発・実

施に必要な事項（開発・実施や聴取の

合理的な必要性が明示された場合） 

 

 

ただし、ＭＶＮＯが企図する事業形態は多種多様であることから、Ｍ

ＮＯに要望する卸電気通信役務の提供又は接続の形態もまた多種多様で

あることが想定される点に留意する必要がある。 

                                                           
7 ＭＮＯにおいて、当該卸電気通信役務の提供又は接続の業務を適確に遂行するという目的を超えて、 

ＭＶＮＯから事業計画に係る事項の情報開示を求め、これに応じることを当該契約や協定の締結条件とし、

又は役務提供の条件とすることは当該業務の不当な運営に該当し、総務大臣による業務改善命令の対象 

となることがある（事業法第２９条第１項第１０号）。 

また、ＭＶＮＯがこれに応じないことを理由として、ＭＮＯにおいて当該卸電気通信役務契約や接続協定

の締結に係る協議に応じない場合、総務大臣による協議開始（再開）命令の対象となることがある（事業法第

３５条第１項及び第２項並びに第３９条において準用する第３８条）。 

例えば、ＭＮＯが次の行為を行っていることにより、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じているため、

公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となり、

また、ＭＮＯが協議に応じず又は当該協議が調わなかった場合で、ＭＶＮＯから申立てがあったときには総

務大臣による協議開始（再開）命令の対象となる。 

（例） 

ＭＮＯに対して、ＭＶＮＯが接続を求めて行う協議において、接続の業務の遂行に必要な限度を超えて、

ＭＶＮＯの想定する具体的顧客名やその個別の需要パターン、付加価値を創造する固有のビジネスモデル

等を聴取し、ＭＶＮＯがこれに応じない場合に当該協議の進展を妨げること。 
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このため、ＭＶＮＯの個別の要望によっては、聴取することが必要な

情報もあると考えられるが、そのような情報を聴取する場合には、ＭＮ

Ｏにおいて、その聴取の合理的な必要性をＭＶＮＯに対して明示するこ

とが求められる 817。 

２）市場支配的なＭＮＯに係る規律 

事業法第３０条に規定する禁止行為等に係る規律が適用される市場支

配的なＭＮＯは、次の行為を行ったときは、行為の停止又は変更命令の

対象となるほか、公共の利益を阻害すると認められるときは、事業法第

９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消対象

となる（事業法第３０条第４項、第１４条第１項及び第１２６条第１項

第３号）。 

・ＭＶＮＯの電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該ＭＶＮ

Ｏ及びその利用者に関する情報を当該接続の業務の用に供する目的以

外の目的のために利用し、又は提供すること（事業法第３０条第３項

第１号）。 

・その電気通信業務について、特定のＭＶＮＯに対し、不当に優先的な

取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若

しくは不利益を与えること（事業法第３０条第３項第２号）。  

・ＭＶＮＯに対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をす

ること（事業法第３０条第３項第３号）。 

 

 (５) ネットワークの輻輳対策 

移動する多数の利用者が共同で利用する基地局等から構成される無線

ネットワークを維持し、電気通信役務の円滑な提供を確保するためには、

周波数の使用に制約がある基地局への負荷やネットワークの制御につい

て十分な配慮が必要となる。 

このため、疎通制御機能の開発等ネットワークの輻輳対策について、

電気通信の健全な発達等を図る観点から、ＭＶＮＯとＭＮＯとの間で十

分な協議が行われることが求められる。 

なお、当該ネットワークの輻輳対策については、ＭＶＮＯ及びＭＮＯ

のネットワークの円滑な運用及び利用者保護の観点から、ＭＮＯは、Ｍ

ＶＮＯに対して必要な情報を提供することが求められる。 

                                                           
8 なお、卸電気通信役務の提供又は接続に係るＭＶＮＯとの協議に関して入手した情報を自己又は自己の

関係事業者等の営業目的に利用することにより、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じているため、

公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象とな

る（共同ガイドライン（脚注３参照）を参照）。同様に、ＭＶＮＯが当該協議に関してＭＮＯから入手した情報

を自己又は自己の関係事業者等において目的外に利用する場合についても業務改善命令の対象となり得

る。 
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また、疎通制御を実施するに当たっては、協議当事者双方にとって合

理的と認められる適切な方法・基準に基づいて実施し、ＭＮＯにおいて

特定の者に対し不当な差別的取扱いが行われないことが求められる（事

業法第２９条第１項第２号）。 

 

 (６) 法制上の解釈に関する相談 

総務省においては、法令適用事前確認手続の運用に加え、ＭＶＮＯ事

業を実施するに当たって関連法令の解釈に疑義がある場合等については、

ＭＶＮＯ及びＭＮＯからの事前の一般的な相談に応じ、提供された具体

的な情報を前提とした法令の適用可能性を回答することとしている。 

この点、ＭＶＮＯ及びＭＮＯ間で協議を行うに当たり、その過程で知

り得た事項について守秘義務を課すことを内容とする契約の締結は、基

本的には当事者間の合意に基づくものであり、その有効性は一般の民事

規律に委ねられるが、一方当事者が、守秘義務契約の内容として行政に

対する相談や問い合わせを行わない旨の条件を付し、これを拒否した相

手方との協議を行わず、又は遅延させる行為は、一般に正当性を有する

ものとは認められず、協議開始（再開）命令の対象となることがある（事

業法第３５条第１項及び第２項並びに第３９条において準用する第３８

条）。 

 

(７) 意見申出制度 

ＭＮＯとＭＶＮＯとの間における卸電気通信役務の提供又は接続に関し

て、ＭＮＯ（又はＭＶＮＯ）の業務の方法に苦情その他意見のあるＭＶＮ

Ｏ（又はＭＮＯ）は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意

見の申出をすることができる（事業法第１７２条第１項）。 

総務大臣は、提出された意見等を誠実に処理し、処理の結果を申出者に

通知する（事業法第１７２条第２項）。具体的には、「電気通信事業分野に

おける意見申出制度の運用に係るガイドライン」（０７年１２月）918に基づ

き、意見申出書の内容について調査を行い、法令に沿って所要の措置（事

業法第２９条に基づく業務改善命令等）を講じる。 

 

 

                                                           
9http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/021221_7_bs1.pdf 


